
新型コロナウイルス感染症は、医療、公衆衛生の
みならず、様々な分野に影響を与えました。厚生
労働省の医療や公衆衛生担当の部署以外でも、新
型コロナウイルス感染症の拡大に関連した業務
が多く発生し、省を挙げて新型コロナウイルスに
立ち向かうこととなりました。

新型コロナウイルスに
立ち向かう

通常業務でもダイナミックな案件に関
わっていますが、それに加えCOVID-19流
行が始まった令和2年1月以降国際案件が
激増しました。
定例であるWHO総会、WHO西太平洋地域
委員会やG20関連会合も令和2年は
COVID-19が議題を席巻し、かつ史上初の
オンライン開催と、普段はないことばかり
でした。
現在は主にCOVAX Fac i l i t yという
COVID-19のワクチンを諸外国と共に自
国用として共同購入、及び途上国へのワク
チン供給を行う仕組みに関わっています。
こちらは日本政府として参加を決定した
ものですが、そこで日本代表としての意思
決定に携わっています。国際保健が今まで
に無いほど社会の注目を浴びる中、国際課
の業務も通常以上の価値を帯びていると
考える今日この頃です。

保険局医療課では、「診療報酬」のルール作
りをしています。COVID-19のPCR検査等
においては、患者さんの診療のために行う

検査に備えるため、緊急的な対応が必要で
あったことから、有効性・安全性を担保し
た上で、通常の審議よりも早く、特例的に
保険適用を行いました。
また、保険診療の場合、患者負担金が発生
し、検査を忌避されるリスクがあること等
から、患者負担相当額について補助を行い
ました。加えて、保険適用することで、新し
い検査を開発する企業や研究機関にとっ
て、経済的な予見性が確保できることか
ら、新規導入を促す効果もありました。　
これらは省内外で一致団結して対応した
ことであり、危機管理においては、通常の
対応のみならず、迅速に現場に導入するた
め、各方面と協力しながら政策を進めてい
くことが特に重要です。
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